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井上信治環境副大臣、「森林除染せず」 

１２月２１日環境省は住宅など生活圏か

ら２０ｍ以内の日常的に人の出入りがある

場所を除き、大半の森林では原則として除染

しない方針を示し、環境回復検討会で了承さ

れました。 

井上信治環境副大臣はこう述べています。 

｢広い森林を全面的に除染するのは物理的

に困難だ。落ち葉など堆積物を取り除くこと

による土砂流出など悪影響もある。県土の７

割を占める森林だが、雨や風の影響で放射性

物質が森林の外に流出する量は少なく、生活

圏の空間線量への明確な影響は確認されて

いない｣。と言う。 

しかし、除染の困難さはかねてから住民が

訴えてきました。専門家も莫大な費用をかけ

て｢除染｣する効果には疑問を呈してきまし

た。今更居直るのでしょうか。福島県の森林

面積は全国４位の約９７万㌶である。放射性

物質が広範囲に拡散した影響で住民の環境

や林業再生に致命的な影響を与えているの

です。 

 

 

 

国民の命と健康どうでも良いと思ってい

るのか 

環境省は以下のような「森林除染方針のポ

イント」を示しました。 

●土壌流出や樹木への悪影響が懸念され

るため、生活圏から２０ｍの範囲と日常的に

人の出入りがある場所を除く森林は原則と

して除染しない。 

●生活圏に影響がある森林からのセシウ

ムの飛散は確認されていない。 

●土壌流出が懸念される急斜面などには

木製棚などを設置。 

●林業再生へ作業員の被ばく低減や間伐

など森林整備を一体的に実施。 

 

こんな事が許されることでしょうか 

まるで地域住民は放射能被害の実験台で

はないか、先人が血のにじむような思いをし

ながら鍬一つで耕し後に次いで来た結果が

現在の山林です。それが東電の金儲けのため

に全てを奪われてしまった。 

それだけではありません。環境省は土壌の放

射性物質を減らした上で再利用するための

安全基準を設定する方針を固めました。汚染
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土壌などが発生する見込みの総量は約 2,200

万立方㍍（東京ドーム１８個分）です。この

保管場所に困って、「汚染土壌の再利用を最

も進めた場合には４万立方㍍（0・8％）まで

減らせる」といいはじめました。平成３６年

度までの１０ヶ年で、放射性物質を減らす技

術開発を目指し、仮置き場から中間貯蔵施設

へ搬入する前に減容・再利用するというので

す。相当な技術開発がない限り不可能です。

このままでは、日本の国土を放射能まみれに

してしまいます。低線量だから良いとはなり

ません。 

 

 

迎えた第４回の本人尋問 

平成 27年 12月 9日に実施された避難者訴

訟第 14 回期日は、原告本人尋問の第 4 回で

した。 

今回は 3名の原告でしたが、全員楢葉町か

らの避難者であるところが特徴です。楢葉町

は2015年 9月に避難指示解除となりました。

帰還するかしないかの問題がより切実に問

題になります。そこをどう語るかが一つのポ

イントでした。 

 今回法廷に立ったのは、Ｅさん（担当・

米倉勉弁護士）、Ｗさん（担当・高橋力弁護士）、

Ｎさん（担当・深井剛志弁護士）です。一人

あたりの主尋問 60 分、トータルで 90 分ほど

の長丁場でした。 

主尋問で明らかになったこと 

3 名の原告は素晴らしい証言をしました。 

私の一番の印象は、「事故前の楢葉町って、

ものすごく良いところだったんだな。一度

行ってみたかったな。」ということでした。ど

なたの証言にも、ふるさと「楢葉町」の素晴 

 

 

らしさを、それぞれに語るものでした。 

（１）最初のＥさんの尋問では、「家族離散」

が大きなテーマとなりました。Ｅさんは、３

世代家族で、豊かな老後生活を楽しんでおり、

特にお孫さん（当時４才）とのふれあいは、

かけがえのないものでした。ところが、原発

事故によって、Ｅさん家族は、いわき（２か

所）と東京の３か所で、バラバラに避難生活

を送らざるを得なくなりました。お孫さんと

面会したときの別れ際、お孫さんがＥさんの

腰に抱きついて離れようとしない、Ｅさんの

車に乗り込んで降りようとしない、この切な

い情景が語られたとき、傍聴席のみならず裁

判官も涙を流していました。裁判官がこの原

発訴訟で涙を流したのは、初めてだと思いま

す。 

また、避難生活の苦しさについて、「原発事

故で自殺した人の気持ちがわかりました」と

語ったとき、Ｅさんは、当時の辛い心境を思

い出したようで、涙を浮かべていました。 

（２）２人目のＷさんは、農家のご二男です

福島県の人口１１万人も減少 
国勢調査の速報値が発表された。１０月１日現在で１９１万３６０６人、２０１０年の

前回調査に比べ１１万５４５８人（５．７％）減少、減少幅は過去最大、原因は原発事故

に伴う県外避難が最も大きいと見られる。 

12.9 避難者訴訟 第 14 回裁判の報告 

弁護士 笹山尚人 鳥飼康二
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が、家業を継ぐ。 

ふと、楢葉町で子どもたちを育てていた時

のことを思い出す。子どもたちは、気持ちで

誰にも負けないやさしさを持った子どもた

ちに育てることができた。その子どもたちの

子ども（孫）を、子どもたちと同じように、

海・川に連れていき、そうして情の世界を育

てたいと夢に思っていた。今、それをやりた

かった。 

楢葉の将来を担う子どもたちに、そんな未

来をプレゼントしたかった。しかしいま、３

歳の孫にそれができない。あの狭いアパート

の中で、妻とどうしたらいいか、日々悩んで

いる。妻と楢葉に行くたびに、楢葉はいいな

あ、楢葉に帰りたいなあ、と語りあう。私た

ちはそんなふうに、必死の思いで避難してい

る。本当は、賠償金とか、そういうことでは

ない。元の楢葉に戻してもらいたい、それだ

けなんだ。というお話が、涙なしに聞けませ

んでした。奪われたふるさとの重みを、ずっ

しり感じた証言でした。 

（３）３人目のＮさんは、40 代の 4人家族の

お母さん 

楢葉の人は、自然が好きで、楢葉にこだわ

りの自宅を建てて、草木にあふれ、子どもた

ちが思いっきり外遊び出来て、ご主人も楢葉

の自然を満喫できる。前半は、そういう幸せ

だった日々が、細かい一つ一つのエピソード

を積み重ねて明らかになりました。 

後半は、避難を余儀なくされて、家族全員

が精神のバランスを失っていく様子が語ら

れました。愛着こもった自宅の荒れ果てた様

子に触れ、Ｎさんは、「無念」と語られました。

何が無念かと問われ、「未来がなくなってし

まったことに無念を感じる」、と答えました。

未来がなくなる。原告でなければ語れない、

重い言葉だと思いました。 

 

 

問：100ｍSv 以下の被ばくでがんは増えな

いのでしょうか？ 

 

答：日本政府は、「100 ミリシーベルト以

下の低線量被ばくでは、放射線による発が

んリスクの増加は、他の要因による発がん

の影響によって隠れてしまうほど小さく、

放射線によって発がんリスクが明らかに増

加することを証明するのは難しい。これは、

国際的な合意に基づく科学的知見である」

と首相官邸ホームページで述べています。 

ところが、100ｍSv を大幅に下回る被ばく

量でも、明らかにがん（死）が増える事が

次々と証明されました。 

次のページの研究データは、被ばく量と 

 

がん診断の正確度が高い最近の医療被ばく

データに基づいているので､信頼性が高い

ものです。 

10ｍSv あたりがん（死）が 3～4％なら、

100ｍSv では 30～40％増になってしまいま

す。この数字は、次に示す政府の主張よりも

一ケタ近く大きながんリスクなのです。 

 

問：政府の言うことと､実際の調査結果が

違うのはなぜですか？ 

 

答：政府の論理は、1000ｍSv の原爆被ば

くでがん死率が約 50％増えていたから、100

ｍSv なら 5％増となるが、喫煙や肥満など

の不健康なライススタイルで何十％もがん

放射線被ばく問題（２） 

道北勤医協旭川北医院院長 医学博士 松崎道幸 
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が増えるのだから、100ｍSv の被ばくによる

がんの危険は無視できる、しかも、一度に

100mSv 被ばくするのではなく、数十年かけて

合計 100mSv 被ばくした場合は、遺伝子の修

復作用が十分に働いて、発がん率が半分以下

に減るに違いないから、リスクはさらに小さ

くなるはずだ、というものです。でも、先に

示したデータを見ると、政府の言う「原爆

データ」が､放射線被ばくの影響を一ケタ近

く小さく見積もっていることになります。実

は､この「原爆データ」は放射線影響研究所

（放影研）がまとめたものなのですが、二つ

の大きな欠陥があります。一つは、1945 年に

被ばくしたのに、がんについての追跡調査が

始まったのは 13 年後で、1958 年の時点で生

存していた「病気に強い」被ばく者が対症と

なった可能性があります。二つ目は、被ばく

ゼロの人々でなく、相当被ばくのある人々を

基準としてがんのリスクを計算したことで

す。この二つの欠陥によって、放射線被ばく

の影響が大幅に過小評価されてしまったの

です。 

 

問：放射線の危険性についての「物差し」

が一ケタ近く違う可能性があるのです

ね？ 

 

答：そうです。被ばく量が 10mSv でも、

100mSv 近くの被ばくに相当する健康被害が

もたらされる恐れがあると考える必要があ

るわけです。現在の空間線量が一ケタ近く大

きくなったと想定して対策を見直す必要が

あると思います。 

と き 2 月21 日 午後 1 時３０分開演 
ところ 南相馬市ひばり生涯学習センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

「相双の会」 会報に ご意見を 

 是非ご投稿をいただき「声」として会報に載せたいと考えています。 

匿名でもけっこうです。 

電話 090（2364）3613 メール（國分） kokubunpi-su@hotmail.co.jp 

◇神田さんはいわき市出身で福島県立いわき女子高卒業後、東京演劇アンサンブル、渡辺プロダクショ

ンドラマ部を経て昭和 55 年神田山陽門下生となり、二ツ目以降、ジャズ講談や一人芝居の要素を取り

入れた神田香織独自の講談を次々発表、講談の新境地を切り開いてきました。 

◇代表作：中沢啓治の漫画『はだしのゲン』や、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチの『チェルノ

ブイリの祈り』 

講談師神田香織さん南相馬で口演 


